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各発注機関の⾧ 様 

 

県土整備部⾧ 

 

「三重県建設工事執行要領第 4 条（施行箇所等の変更）に関する協議について」の 

一部改正について（通知） 

 

 このことについて、「三重県建設工事執行要領第 4 条（施行箇所等の変更）に関する協

議について」を一部改正し、下記のとおり定めたので通知します。 

なお、この通知に伴い平成 12 年 3 月 13 日付け監第 314 号「三重県建設工事執行要領第

4 条（施行箇所等の変更）に関する協議について」は廃止します。 

 

記 

１． 協議対象 

枠付けの際に、施工箇所等が明示されている事業 

２． 協議方法 

地域機関は、様式１「施行箇所等の変更について（協議）」に必要事項を記載し、予

算執行前に本庁事業課に協議する。本庁事業課は内容を審査し、決裁のうえ、地域機関

に承諾したことを通知する。 

３． 適用 

令和５年７月 31 日から適用する。 

４．その他 

様式１により協議を行うことを原則とするが、各事業課の判断により、軽微な様式

変更は可能とする。 
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【参考】 

流用協議の流れ 

① 地域機関は様式１の上段「施行箇所等の変更について（協議）」に必要事項を入力す

る。 

② 地域機関で所⾧決裁を取る。 

③ 地域機関から事業課に様式 1（上段のみ入力済みのもの）を送信する。 

④ 事業課で内容の審査を行い、様式 1 の下段「施行箇所等の変更について（通知）」

に必要事項を入力する。 

⑤ 事業課で課⾧決裁を取る。 

⑥ 事業課から地域機関に様式１（地域機関から送付された様式 1 の下段に必要事項が

入力されたもの）を送信する。 

※事業課から地域機関への様式 1 による通知により、枠付け通知が行われたものとし、

枠付け調書の送付は不要とする。 

※様式 1 のやり取りはエクセル形式で行うこととする。 




